
事業所規模の変更に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 

サービス 施設区分 取扱い 

通所介護 通常規模型事業所 

(750人以内) 

大規模事業所(Ⅰ) 

(750人超かつ900人

以内) 

大規模事業所(Ⅱ) 

 (900人超) 

事業所規模による区分の取扱い【平成 12年 3月 1日老

企第 36号第 2の 7(6)】（抜粋） 

① 事業所規模による区分については、施設基準第５号

イ⑴に基づき、前年度の１月当たりの平均利用延人員

数により算定すべき通所介護費を区分しているところ

であるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、

同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係る指

定通所介護事業者が第一号通所事業（指定居宅サービ

ス等基準第 93 条第１項第３号に規定する第一号通所

事業をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け一体的に

事業を実施している場合は、当該第一号通所事業にお

ける前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含むこ

ととされているところである。したがって、仮に指定

通所介護事業者が第一号通所事業の指定を併せて受け

ている場合であっても、事業が一体的に実施されず、

実態として両事業が分離されて実施されている場合に

は、当該平均利用延人員数には当該第一号通所事業の

平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、３時間以上

４時間未満、４時間以上５時間未満の報酬を算定して

いる利用者（２時間以上３時間未満の報酬を算定して

いる利用者を含む。）については、利用者数に２分の１

を乗じて得た数とし、５時間以上６時間未満、６時間

以上７時間未満の報酬を算定している利用者について

は利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。また、

平均利用延人員数に含むこととされた第一号通所事業

の利用者の計算に当たっては、第一号通所事業の利用

時間が５時間未満の利用者については、利用者数に２

分の１を乗じて得た数とし、利用時間が５時間以上６

時間未満、６時間以上７時間未満の利用者については、

利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。ただし、

第一号通所事業の利用者については、同時にサービス

の提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく

方法によって計算しても差し支えない。 



また、１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎

日事業を実施した月における平均利用延人員数につい

ては、当該月の平均利用延人員数に７分の６を乗じた

数によるものとする。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業

を開始し、又は再開した事業者を含む。）又は前年度か

ら定員を概ね２５％以上変更して事業を実施しようと

する事業者においては、当該年度に係る平均利用延人

員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当

該事業所の利用定員の90%に予定される1月当たりの営

業日数を乗じて得た数とする。 

④ 毎年度３月３１日時点において、事業を実施してい

る事業者であって、４月以降も引き続き事業を実施す

るものの当該年度の通所介護費の算定に当たっては、

前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所介

護費を算定している月（３月を除く）の１月当たりの

平均利用延人員数とする。 

⑤ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減

少が一定以上生じている場合の事業所規模別の報酬区

分の決定に係る特例については、別途通知を参照する

こと。 



 

サービス 施設区分 取扱い 

通所リハ

ビリテー

ション 

通常規模型事業所 

(750人以内) 

大規模事業所 

(750人超) 

事業所規模による区分の取扱い【平成 12年 3月 1日老

企第 36号第 2の 8(10)】 

① 事業所規模による区分については、施設基準第六号

イ⑴に基づき、前年度の１月当たりの平均利用延人員

数により算定すべき通所リハビリテーション費を区分

しているところであるが、当該平均利用延人員数の計

算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所リ

ハビリテーション事業所に係る指定通所リハビリテー

ション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施してい

る場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション

事業所における前年度の１月当たりの平均利用延人員

数を含むこととされているところである。したがって、

仮に指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予

防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け

ている場合であっても、事業が一体的に実施されず、

実態として両事業が分離されて実施されている場合に

は、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所

リハビリテーション事業所の平均利用延人員数は含め

ない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、１時間以上

２時間未満の報酬を算定している利用者については、

利用者数に４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上

３時間未満の報酬を算定している利用者及び３時間以

上４時間未満の報酬を算定している利用者について

は、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、４時間

以上５時間未満の報酬を算定している利用者及び５時

間以上６時間未満の報酬を算定している利用者につい

ては、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。 

また、平均利用延人員数に含むこととされた指定介護

予防通所リハビリテーション事業所利用者の計算に当

たっては、介護予防通所リハビリテーションの利用時

間が２時間未満の利用者については、利用者数に４分

の１を乗じて得た数とし、利用時間が２時間以上４時



間未満の利用者については、利用者数に２分の１を乗

じて得た数とし、利用時間が４時間以上６時間未満の

利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た

数とする。ただし、指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所の利用者については、同時にサービスの提

供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法

によって計算しても差し支えない。 

また、１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて

毎日事業を実施した月における平均利用延人員数につ

いては、当該月の平均利用延人員数に７分の６を乗じ

た数によるものとする。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業

を開始し、又は再開した事業者を含む。）又は前年度か

ら定員を概ね２５％以上変更して事業を実施しようと

する事業者においては、当該年度に係る平均利用延人

員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当

該事業所の利用定員の90%に予定される1月当たりの営

業日数を乗じて得た数とする。 

④ 毎年度３月３１日時点において、事業を実施してい

る事業者であって、４月以降も引き続き事業を実施す

るものの当該年度の通所リハビリテーション費の算定

に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度

において通所リハビリテーション費を算定している月

（３月を除く）の１月当たりの平均利用延人員数とす

る。 

⑤ 平均利用延人員数が７５０人超の事業所であって

も、算定する月の前月において、以下に示す基準を満

たしている場合は、通常規模型通所リハビリテーショ

ン費を算定することができる。 

a 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメ

ント加算を算定した利用者の割合が８０％以上である

こと。利用者の総数とは、前月に当該事業所において

通所リハビリテーションを利用することを通所リハビ

リテーション計画上位置づけている者の人数とする。 

b 「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下、理学



療法士等）が、利用者の数を１０で除した数以上確保

されていること」の要件の算出式は以下の通りとする。 

 

（通所リハビリテーション計画に位置付け 
られた利用時間×各利用時間の利用人数） 
の合計(※１) 

                                    ≦１０ 
理学療法士等の通所リハビリテーション 
事業所における勤務時間の合計（※２) 

 

(※１) 各利用時間の下限で計算する。（例：２～３時

間利用の利用者が４人の場合、２（時間）×４（人）

として計算。） 

(※２) 所定労働時間のうち通所リハビリテーション

事業所の業務に従事することとされている時間とし、

必ずしも利用者に対し通所リハビリテーションを提供

している時間に限らないことに留意する。 

⑥ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減

少が一定以上生じている場合の事業所規模別の報酬区

分の決定に係る特例については、別途通知を参照する

こと。 

 


